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駐車監視員資格者講習受講申込みの手引
（第１回・第２回講習）

※ この手引は、駐車監視員資格者講習の受講を希望する方が、受講申込みを行って、講習及び
修了考査を受けるための手引です。

第１回・第２回駐車監視員資格者講習日程及び場所
１ 各講習日程及び時間
第１回講習 １日目 令和８年７月９日(木曜日)【 】

２日目 令和８年７月10日(金曜日)
修了考査 令和８年７月18日(土曜日)
○ 講習時間

午前９時から午後５時まで
１日目 ～ 午前８時から受付を開始し、午前８時30分から説明を行います。

、 。２日目 ～ 午前８時30分から受付を開始し 午前９時から講習を実施します
○ 修了考査時間

午前10時から午前11時まで(午前９時から受付を開始し、午前９時30分から
修了考査の説明を行います。)

第２回講習 １日目 令和８年７月11日(土曜日)【 】
２日目 令和８年７月12日(日曜日)
修了考査 令和８年７月18日(土曜日)
○ 講習時間

午前９時から午後５時まで
１日目 ～ 午前８時から受付を開始し、午前８時30分から説明を行います。

、 。２日目 ～ 午前８時30分から受付を開始し 午前９時から講習を実施します
○ 修了考査時間

午後１時から午後２時まで(午後０時から受付を開始し、午後０時30分から
修了考査の説明を行います。)

※ 講習は、１日目、２日目の２日間受講し、修了考査を受検します。

２ 講習及び修了考査会場
つるや株式会社 第２ビル５階 会議室大阪市中央区南本町三丁目４番１５号

３ 講習予定人員 各回５０人

受講申込期間内でも申込み者が講習予定人員に達した場合は申込みを締め切ります。

《問合せ先》
〒559-0034
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎35階
大阪府警察本部交通部 駐車管理課 管理第二係 電話 06-6943-1234（内線 709-231・232)

受講に向けての手続
１ 受講申込み

（１）受付窓口へ直接申込み

① 受講申込書類の入手方法

○ 駐車監視員資格者講習受講申込書類等の交付期間及び交付場所
令和８年６月１日（月曜日）から令和８年７月３日（金曜日）までです。
交付受付時間は、平日（土曜日及び日曜日を除く）午前９時から午後５時までです。
上記の期間に大阪府警察ウェブサイトからダウンロードするか、大阪府内の各警察署、大阪府

警察本部交通部駐車管理課(大阪府咲洲庁舎35階／大阪府警察本部本庁舎)で交付を受けてくだ
さい （※ダウンロードはいつでも可能 ）。 。
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② 受講申込手続
※ 申込期間内に、駐車管理課（大阪府咲洲庁舎35階）において、申込書類の提出と庁舎１階で講習手数料

の払込みが必要となります。20,000円
※ 納付された講習手数料及び提出書類の返還は行いません。

書類の提出 注意：郵送による提出は受付けできません。
（ ） 、下記の申込みに必要な書類 ア～ウ を大阪府咲洲庁舎35階駐車管理課受付窓口へ直接提出し

書類内容の確認を受けてください。
○ 申込みに必要な書類等

ア 駐車監視員資格者講習受講申込書（写真貼付）

記入については後記６ 記載例１ 受講申込書 をご参照ください。記入要領等の

（ 、 、 、● 写真１枚 縦３.０㎝×横２.４㎝ 受講の申込み前６か月以内に撮影した無帽 正面

上三分身、無背景のもので、裏面に氏名・撮影年月日を記入してください ）。

※ 写真の大きさが合わないものは受付できない場合があります。

写真については後記６記入要領等の 記載例２ 写真について をご確認ください。

イ 駐車監視員資格者講習受講票（写真貼付）

記入については、後記６ 記載例３ 受講票 をご参照ください。記入要領等の

受講希望日欄には、講習の初日(１日目）の日付を記入してください。

（ 、 、 、● 写真１枚 縦３.０㎝×横２.４㎝ 受講の申込み前６か月以内に撮影した無帽 正面

上三分身、無背景のもので、裏面に氏名・撮影年月日を記入してください ）。

※ 写真の大きさが合わないものは受付できない場合があります。

写真については後記６記入要領等の 記載例２ 写真について をご確認ください。

ウ 身分証明書の写し

、 、 。 。現住所 氏名 生年月日が確認できるもの 運転免許証等は表裏コピーしてください

※ 後記６記入要領等の 記載例４ 身分証写しの作成例 を参考にしてください。

転居などで住所が変更になった方は、新住所のものである身分証の写しを提出して

ください。

申込書類の内容等の不備、不明なものについては受付できず、講習を受講すること

ができなくなることがありますのでご注意ください。

受付をスムーズに進めるため、書類は必ず記入してご持参ください。※

※ 代理人（家族、知人、勤務先の代表者など）による申込書類の提出も可能です。

代理人が申込みをする場合は、申込人数分の委任状が必要です。

また、代理人の方は、身分証の提示による確認をさせていただきます。

なお、書類に不備がある場合は、受付けできませんのでご注意ください。

（２）オンライン申請で申込み

受講申込の入力方法

○ オンライン申請による申請期間

令和８年６月１日（月曜日）から令和８年７月３日（金曜日）までです。
入力及び申請は２４時間可能ですが、受付確認及び受付連絡は翌平日以降になります。
上記の期間にe-Gov（デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト）から受講申込みの

申請フォームに必要事項の入力、必要書類の添付を行って下さい。
※申請内容に不備や漏れがある場合、受付は完了せず、追記、訂正、再入力をお願いし、
全ての申請項目を満たした段階で受付完了となります。
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２ 講習手数料の納付

講習手数料の納付については、窓口での直接申込み者については、大阪府咲洲庁舎35階駐車管

理課受付窓口で申込書類等の確認後に駐車監視員資格者講習手数料納付書をお渡しします。

オンライン申請者にあっては、入力内容に不備がなければ駐車監視員資格者講習手数料納付書

をオンラインで送信しますので、ご自身で印字してください。

この納付書で大阪府手数料納付窓口において、講習手数料20,000円を納付していただき、納付

書を提出していただくことで申込みが完了します。

なお、受講申込期間の最終日は時間内に申込み（手数料の納付を含む ）を終える必要があり。

ます。

※ 大阪府咲洲庁舎１階、大阪府手数料納付窓口の受付時間は、

平日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始〔12月29日から翌年１月３日 ）を除く午前９〕

時15分～午後５時30分です。

時間的な余裕をもってお越しください。

大阪府手数料納付窓口はキャッシュレス決済も可能です。

決済方法については大阪府のウェブサイト（アドレスhttps://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/ma

doguchi/index.html)でご確認ください。

３ 受講申込期間（窓口申請）

令和８年６月１日（月曜日）から令和８年７月３日（金曜日）までです。
申込受付時間は、平日（土曜日及び日曜日を除く）午前９時から午後５時までです。

受講申込期間内でも申込み者が講習予定人員に達した場合は申込みを締め切ります。

４ 申込場所
〒559-0034 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎35階
大阪府警察本部交通部 駐車管理課 管理第二係 電話 06-6943-1234（内線 709-231・232）

・ 大阪メトロ中央線「コスモスクエア駅」
下車、南東へ約650メートル

・ 大阪メトロ南港ポートタウン線
「トレードセンター前」下車、ATCビル
直結（約400メートル)

５ 注意事項

(1) 駐車監視員資格者講習を受講しても、修了考査に合格しなければ、講習の課程を修了した者

とみなされません （合格者には、概ね１週間後に大阪府警察ウェブサイトに受講番号を掲載。

し、駐車監視員資格者講習修了証明書を郵送交付します ）。

※ 申込書類内容等の不備・不明なものについては、申込み無効といたします。

(2) 講習を修了した後、駐車監視員資格者証を取得するには、駐車監視員資格者講習修了証明書

に必要書類を付して駐車監視員資格者証交付申請(手数料9,900円)をすることが必要です。

※オンライン申請による手続きも可能です。詳しくは駐車管理課までお問い合わせください。
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(3) 前記(2)の駐車監視員資格者証の交付申請をしても、道路交通法第51条の13第１項第２号の

欠格事由に該当していれば、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。

※ 欠格事由

・ 18歳未満の者

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経

過しない者

・ 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げる罪の

いずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の６の規定によ

る命令又は同法第12条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指

示を受けた日から起算して２年を経過しない者

・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

・ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者

・ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経過しない者
、 、(4) 駐車監視員資格者証の交付を受けた場合でも 確認事務の委託を受けた法人に属さない限り

駐車監視員として活動することはできません。
(5) 取得した駐車監視員資格者証は、全国で有効です。
(6) 納付された手数料及び提出書類は返還いたしません。
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６ 記入要領等
記載例１ 受講申込書
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記載例２ 写真について

記載例３ 受講票



- 7 -

記載例４ 身分証写しの作成例
Ａ４用紙

※ 拡大の必要はありません

以 上


